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教委教会改第８９０号 
令和７年１１月１８日 

 大分県知事 佐 藤 樹 一 郎 殿 

 

 

大分県教育委員会 

    教育長 山 田 雅 文  
 

 

議案に対する教育委員会の意見について（回答） 
 

 

 令和７年１１月１７日付け財第２８８号で照会のあった上記のことについ

て、下記のとおり回答します。 
 

 

記 

 

 

  原案のとおり提出することに異議ありません。 
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【１．改正理由】

別府市大字鶴見の住居表示制度が実施されることに伴い、「大分県立
学校の設置に関する条例」の一部を改正するもの。

大分県立学校の設置に関する条例等の一部改正

【３．施行期日】

令和８年１月１０日 （別府市の住居表示の実施に係る改正）

【２．改正内容】

大分県立学校の設置に関する条例　別表　特別支援学校の部

現行 改正案

　大分県立別府支援学校 　別府市大字鶴見四、二二四番地 　別府市荘園町五六番六八号

　大分県立別府支援学校鶴見校 　別府市大字鶴見四、〇七五番地一二 　別府市荘園町六六番八号

　大分県立別府支援学校石垣原校 　別府市大字鶴見四、〇五〇番地二九三 　別府市荘園町七三番六六号

位　　　置
名　　　称

（住居表示制度とは）

（１）町の境界を定め、（２）町並みに連続した番号を付け、
その番号を（３）住居番号として各戸に付番することで、地
番や通称よりも住所を分かりやすくする制度

【教育財務課】

別府やまなみ支援学校
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